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永平寺町わがまち夢プラン育成支援事業補助金交付要綱 

平成18年６月23日 

告示第75号 

(目的) 

第１条 この事業は、地域住民が自ら望むまちを自らの手で、夢を持って創り上げる活動

を支援し、永平寺町を夢あふれる活力あるまちにすることを目的にする。 

(補助対象) 

第２条 補助対象は、町内会、地域振興会、社会教育団体、サークル等、永平寺町内で活

動を行う団体、NPO・各種協会等が実施する事業のうち、次の各号に定めるところによる。

ただし、他の類似制度による支援を受けている事業、祭りや運動会など地域で既に恒例

となっている事業、政治、宗教、営利を目的とした事業については補助金交付の対象と

しない。 

(１) 自然、歴史、文化、観光などの地域資源を活かした地域の魅力を高める事業 

(２) 地域の課題の解決を図り地域を住みよくする事業 

(３) 地域コミュニティの活性化を図り地域を心豊かにする事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体については、補助金交付の対象としない。 

(１) 政治、政治団体、又は特定の候補者を支援する団体 

(２) 宗教法人、又は宗教活動を主目的とする団体 

(３) 営利活動を主目的とする法人又は団体 

(４) 反社会的勢力又はこれに類する団体 

(５) 特定の個人の利益や会員の福利厚生のみを目的とする団体 

(補助率) 

第３条 対象事業の事業費の３分の２以内で３年目までは20万円、４年目以降は２分の１

以内で10万円を限度とする。 

(補助金交付申請) 

第４条 補助金の交付申請をしようとするときは、別紙様式第１号により必要書類を添付

し町長に申請するものとする。 

(１) 必要書類 

ア 事業実施計画書(様式第２号) 

イ 収支予算書(様式第３号) 
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ウ 団体の役員名簿 

(補助の決定) 

第５条 前条により申請のあった事業について夢プラン審査会により審査し、補助の可否

を決定する。 

(夢プラン審査会) 

第６条 前条の夢プラン審査会は、町長、副町長、教育長、総務課長、財政課長、生涯学

習課長をもって構成する。 

(補助金の交付決定通知) 

第７条 町長は、補助金の交付を決定したときは当該申請者に対し、その決定内容及びこ

れに条件を付した場合はその条件を補助金等交付指令書(様式第５号)により通知するも

のとする。 

(補助金の請求) 

第８条 補助の交付決定を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補

助金交付請求書(様式第４号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(補助金の交付) 

第９条 町長は前条の規定により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付する。 

(補助金の返還) 

第10条 町長は、補助金の交付指令を受けた者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、補助金の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の

全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(１) この要綱又は補助金の交付条件に違反したとき。 

(２) 補助事業等の施行が不適当と認められるとき。 

(３) 前２号のほか、不正の事実があると判明したとき。 

(その他) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、わがまち夢プラン育成支援事業補助金交付につい

て必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成18年７月１日から施行する。 
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様式第１号(第４条関係) 

様式第２号(第４条関係) 

様式第３号(第４条関係) 

様式第４号(第８条関係) 

様式第５号(第７条関係) 

 


